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８月の相談活動の特徴（新規） 

 センター発足以来の相談件数は１万8千496月件にな

りました。（８月末日現在） 

項 目 件 数 当月比率 

面談 1 2.5% 

電話・メール 32 82.1% 

ＦＡＸ・その他 1  2.5% 

単産・弁護士紹介 5  12.9% 

合 計 39   100% 

項  目 件  数 当月比率 

解 雇 11 28.3% 

退職強要・勧奨 0 0.0% 

賃金・残業代未払い 1 2.5% 

労働契約違反 3 7.7% 

社会・雇用保険 0 0.0% 

配転・出向・転籍 0 0.0% 

労働条件切り下げ 2 5.0% 

労働時間・休暇 4 10.3% 

ﾊﾟﾜﾊﾗ・ｾｸﾊﾗ問題 4 10.3% 

倒産・工場移転 0 0.0% 

労災・職業病 0 0.0% 

メンタル不全・疾患 0 0.0% 

組合加入・結成 0 0.0% 

その他 14 35.9% 

不 明 ０ 0.0% 

合 計 39  100% 

 

項目 件数 当月比率 

男性 18  46.2% 

女性 20  51.3% 

不明 1  2.5% 

合計 39  100% 

 

京都総評 
第 89回 
定期大会 

9 月 5 日（土） 
午前 10時 

ラボ－ル京都 

★
相
談
事
例
①･･･

★ 

（
男
性
30
歳
代 

・
製
造
業
・
正
社
員
） 

 

い
き
な
り
指
名
解
雇 

 

７
月
８
日
に
会
社
か

「
業
績
不
振
な
の
で
７

月

20

日
付
け
で
整
理

解
雇
す
る
」
と
突
然
言

わ
れ
た
。 

従
業
員
は

15

名
い

る
が
、
解
雇
さ
れ
る
の

は
私
一
人
と
の
こ
と
。 

「
解
雇
は
納
得
で
き

な
い
」
と
い
っ
た
が
受

け
入
れ
て
も
ら
え
な
か

っ
た
。 

そ
の
後
①
解
雇
予
告

手
当
は
受
け
取
っ
た
。

②
「
会
社
都
合
で
の
退

職
」
の
離
職
票
を
受
け

取
っ
た
の
で
、
雇
用
保

険
受
給
の
手
続
き
を
済

ま
せ
た
。
③
健
康
保
険

書
を
返
却
し
た
。 

こ
れ
ら
の
手
続
き
を

進
め
て
い
る
が
、
解
雇

さ
れ
た
こ
と
に
納
得
が

い
か
な
い
。
慰
謝
料
を

請
求
で
き
な
い
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

①
②
③
の
流
れ
を
進
め

て
い
る
経
過
か
ら
判
断

す
る
と
、
解
雇
を
受
け

入
れ
た
も
の
と
判
断
さ

れ
な
く
も
な
い
。 

し
か
し
、
明
ら
か
に

整
理
解
雇
４
要
件
に
反

し
て
い
る
。 

「
組
合
に
加
入
」
・

「
労
働
審
判
」
な
ど
で

「
不
当
解
雇
撤
回
」
を

求
め
、
そ
の
交
渉
の
中

で
「
解
決
金
や
慰
謝
料
」

を
求
め
る
こ
と
も
で
き

る
。→

再
度
検
討
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

             

★
相
談
事
例
②･･･

★ 

（
女
性
60
歳
代 

・
飲
食
業
・
パ
ー
ト
） 

 

ダ
ブ
ル
ワ
ー
カ
ー
だ
が 

２
軒
と
も
自
宅
待
機 

 
２
軒
の
蕎
麦
屋
に
勤

務
す
る
パ
ー
ト
社
員
。

３
月
以
降
２
軒
と
も
自

宅
待
機
と
な
っ
た
。 

２
軒
と
も
休
業
手
当

は
支
給
さ
れ
な
い
。
又

契
約
書
や
労
働
条
件
通

知
書
の
類
は
一
切
な

い
。 休

業
手
当
金
・
休
業

支
援
金
の
制
度
内
容
と

申
請
方
法
を
知
り
た

い
。 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

休
業
手
当
金
（
賃
金

の
60
％
）
は
「
労
働
基

準
監
督
署
」、
休
業
支
援

金
（
賃
金
の
80
％
）
は

「
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
」
に
問
い
合
わ
せ

て
下
さ
い
。 

準
備
作
業
と
し
て
、

店
ご
と
の
１
日
・
１
週

間
・
１
カ
月
の
労
働
時

間
と
時
給
。
休
業
前
の

給
与
の
実
態
な
ど
を
整

理
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
。 
  
     

 ★
相
談
事
例
③･･･

★ 

（
女
性
50
歳
代
・
小
売

業
・
パ
ー
ト
社
員
） 

 

年
休
が
取
事
実
上
取
得

で
き
な
か
っ
た
が
、
今

後
は
年
５
日
取
得
？ 

 

１
店
舗
に

15

人
程

度
の
従
業
員
が
い
る
小

売
店
を
、
10
店
舗
以
上

運
営
し
て
い
る
企
業

に
、
15
年
勤
務
。
月
14

日
・
40
時
間
労
働
（
一

日
２
時
間
～
３
時
間
）。

契
約
は
６
カ
月
毎
の
反

復
更
新
を
30
回
。 

今
日
ま
で
年
休
を
取

得
し
よ
う
と
し
た
ら
、

『
本
社
か
ら
「
人
員
を

減
ら
す
・
次
回
の
更
新

は
し
な
い
」
な
ど
と
言

わ
れ
る
』
と
店
長
が
脅

す
よ
う
な
言
い
方
を
し

て
き
た
の
で
、
年
休
が

事
実
上
取
得
で
き
な
か

っ
た
。 

 

こ
の
度
「
今
年
よ

り
、
年
休
を
年
５
日
取

得
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
法
律
が
で
き
た

の
で
、
取
得
す
る
よ
う

に
」
と
店
長
か
ら
説
明

が
あ
っ
た
。 

ど
ん
な
法
律
か
教

え
て
ほ
し
い
。 

ま
た
、
パ
ー
ト
社
員

の
年
休
は
、
年
５
日
し

か
な
い
の
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

週
所
定
労
働
時
間

が
30
時
間
未
満
の
パ

ー
ト
社
員
の
年
休
日

数
は
、
勤
務
日
数
に
応

じ
て
比
例
付
与
さ
れ

る
。（
労
働
基
準
法
）。 

あ
な
た
の
年
間
所

定
労
働
日
数
は
【
月
間

所
定
労
働
日
数
14
日

×

12
か
月
＝
１
６
８

日
】
で
す
。
年
間
労
働

日
か
１
６
８
日
あ
る

人
の
年
休
数
は
、
勤
続

６
・
５
年
以
上
あ
れ

ば
、
１
年
ご
と
に
11
日

の
年
休
が
付
与
さ
れ

ま
す
。
昨
年
分
と
合
わ

せ
る
と
22
労
働
日
付

与
さ
れ
る
。 

１
年
間
で

11

日
取

得
し
な
い
と
、
い
わ
ゆ

る
「
年
休
が
流
れ
る
」

こ
と
に
な
る
の
で
留

意
が
必
要
で
す
。 

法
律
は
「
年
間
10
日

以
上
年
休
が
付
与
さ

れ
る
労
働
者
は
、
最
低

で
も
年
５
日
以
上
の

年
休
の
取
得
が
、
企
業

に
義
務
図
け
ら
れ
た
」

と
い
う
も
の
で
す
。
５

日
し
か
取
得
で
き
な

い
と
い
う
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

な
お
、
あ
な
た
は
勤

続
５
年
を
超
え
て
い

る
の
で
、
申
し
込
め
ば

「
期
間
の
定
め
の
な

い
社
員
」
に
転
換
で
き

ま
す
。 

-
-
--
--
--
--
--
--
-
 

コ
ロ
ナ
関
連
の
相
談 

落
ち
着
く
方
向 

 

新
規
相
談
件
数 

(

内
コ
ロ
ナ
関
連
件
数) 

 

一
月
：
20
件
（
０
） 

 

二
月
：
29
件
（
０
） 

 

三
月
：
43
件
（
２
） 

 

四
月
：
76
件
（
49
） 

 

五
月
：
49
件
（
29
） 

 

六
月
：
53
件
（
23
） 

 

七
月
：
38
件
（
15
） 

 

八
月
：
39
件
（
13
） 
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そ
ん
な
時
、
休
業
支

援
金
制
度
が
新
設
さ
れ

た
こ
と
を
知
っ
た
の

で
、
申
請
の
準
備
を
し

た
。 し

か
し
、
ア
ル
バ
イ

ト
先
が
「
大
企
業
」
に

分
類
さ
れ
る
為
、
制
度

の
対
象
外
で
、
申
請
が

で
き
な
い
状
況
に
困
っ

て
い
る
。 

被
害
が
大
き
く
、
京

都
労
働
監
督
署
に
電
話

を
入
れ
た
と
こ
ろ
、
大

企
業
で
あ
っ
て
も
支
払

い
の
義
務
が
あ
る
と
言

わ
れ
。 

自
分
か
ら
働
き
か
け

る
し
か
な
い
と
思
い
相

談
す
る
に
至
っ
た
。
ど

う
す
べ
き
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

あ
な
た
の
会
社
は
法

律
上
、「
平
均
賃
金
の

60
％
」
補
償
す
る
義
務

が
る
。
方
法
と
し
て
は

①
労
働
基
準
局
（
労
働

局
）
に
、
あ
っ
せ
ん
申

請
す
る
。 

②
ひ
と
り
で
も
加
入
で

き
る
「
労
働
組
合
に
加

入
」
し
、
労
働
組
合
と

し
て
「
こ
の
場
合
は
休

業
手
当
と
し
て
賃
金
の

１
０
０
％
を
要
求
し
、

そ
の
実
現
を
求
め
る
。 

③
労
働
審
判
に
提
訴
し

て
、
休
業
補
償
を
求
め

る
。→

「
労
働
審
判
」

で
検
索
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。 

         

相
談
事
例
④･･･

★ 
（
60
代
男
性
・
飲
食 

業
・
パ
ー
ト
社
員
） 

 

シ
フ
ト
を
外
さ
れ
た 

何
と
か
し
た
い
！  

定
年
後
、
レ
ス
ト
ラ

ン
で
パ
ー
ト
社
員
と
し

て
７
年
近
く
働
い
て
来

た
。
契
約
書
は
な
い
。 

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
４

月
～
一
方
的
に
シ
フ
ト

を
外
さ
れ
た
。
休
業
手

当
な
ど
支
給
さ
れ
な

い
。 ①

休
業
支
援
金
の
申

請
先
を
教
え
て
ほ
し

い
。
②
経
営
者
に
休
業

手
当
を
請
求
し
、
保
証

さ
れ
な
い
場
合
は
訴
え

た
い
と
思
う
が
、
い
か

が
な
も
の
か
。
そ
の
場

合
弁
護
士
費
用
は
ど
の

程
度
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

①
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
：
０
１
２
０―

 

２
２
１―

２
７
６ 

②
「
契
約
し
て
い
る
シ

フ
ト
を
立
証
（
過
去
の

シ
フ
ト
の
実
態
を
実

証
）」「
減
ら
さ
れ
た
シ

フ
ト
を
立
証
」
す
る
必

要
が
あ
る
。 

こ
の
種
の
裁
判
（
労

働
審
判
）
に
お
け
る
弁

護
士
へ
の
初
期
費
用

は
、
着
手
金
と
し
て
13

万
前
後+

印
紙
代
（
訴
え

た
金
額
の
１
％
程
度
）。 

解
決
時
の
報
奨
金

は
、
受
領
金
額
の
15
％

～
20
％
。
程
度
。 

裁
判
の
期
間
は
３
カ

月
～
４
カ
月
必
要
。 

相
談
事
例
⑤･･･

★ 

（
30
代
男
性
・
運
送
業 

・
正
社
員
） 

 

退
職
日
を 

前
倒
し
さ
れ
そ
う
！ 

 

（
８
月
中
旬
に
）「
９

月
末
で
退
職
し
た
い
」

と
上
司
に
申
し
出
た

ら
、
翌
日
「
退
職
日
を

繰
り
上
げ
、
９
月
中
旬

に
し
て
も
ら
い
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
会
社
の

申
し
入
れ
を
受
け
な
い

と
い
け
な
い
の
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

そ
の
必
要
は
な
い 

 

あ
な
た
が
同
意
し
な

い
限
り
、
退
職
日
を
繰

り
上
げ
る
義
務
は
な

い
。 「

９
月
中
旬
な
ら
会

社
都
合
に
よ
る
退
職

（
解
雇
）
扱
い
と
な
る
」

と
上
司
に
説
明
し
て
く

だ
さ
い
。 

「
退
職
届
」
を
文
書

で
作
成
し
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
コ
ピ
ー
を

取
っ
て
お
く
こ
と
。
な

お
、
退
職
す
る
場
合
は
、

年
休
を
全
数
取
得
で
き

ま
す
。 

            

 

相
談
事
例
⑥･･･

★ 

（
60
代
女
性
・
お
寺
の

ガ
イ
ド
・
ア
ル
バ
イ
ト
） 

 

給
付
金
の 

申
請
は
可
能
か
？ 

 

春
（
３
月
～
４
月
）
・

秋
（
10
月
～
11
月
）
の

期
間
、
あ
る
寺
院
の
ガ

イ
ド
を

20

年
間
従
事

し
て
き
た
。 

年
収
で
50

万
～
70

万
円
で
あ
っ
た
。
身
分

は
ア
ル
バ
イ
ト
。
雇
用

契
約
書
は
な
い
。 

労
災
保
険
・
雇
用
保

険
な
ど
の
社
会
保
険
に

は
加
入
し
て
い
な
い
。

給
与
か
ら
は
給
与
所
得

と
し
て
所
得
税
が
引
か

れ
て
い
る
。 

今
年
は
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
、
寺
院
を
公
開
し

な
い
こ
と
に
な
り
、
ガ

イ
ド
の
仕
事
が
な
く
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
個
人

と
し
て
新
設
さ
れ
た

「
休
業
支
援
金
」
に
給

付
金
を
個
人
と
し
て
申

請
で
き
る
か
？ 

も
し
く
は
寺
院
に

「
休
業
手
当
」
を
要
請

で
き
る
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

休
業
支
援
金
は
「
コ

ー
ル
セ
ン
タ-

」、「
休
業

補
償
」
は
寺
院
・
労
働

基
準
監
督
署
に
問
い
合

わ
せ
て
下
さ
い
。 

 

但
し
、
今
後
と
も
寺

院
と
良
好
な
関
係
を
維

持
し
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
る
場
合
は
、
制
度

の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
寺

院
の
（
総
務
）
担
当
者

と
も
よ
く
相
談
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す 

              
      相

談
事
例
⑦･･･

★ 

（
70
代
男
性
・
学
校
講 

師
・
派
遣
社
員
） 

 

講
師
を 

辞
め
さ
せ
て
く
れ
な
い 

 

派
遣
会
社
か
ら
、
私

立
学
校
に
、
非
常
勤
講

師
と
し
て
派
遣
さ
れ
て

い
る
。
契
約
期
間
は
５

月
～
21
年
３
月
末
。 

契
約
期
間
内
だ
が
、

体
調
を
崩
し
た
の
で
、

「
就
労
で
き
な
い
」
と

の
診
断
書
を
も
ら
い
退

職
を
申
し
出
た
。 

し
か
し
、
派
遣
会
社

は
、
退
職
を
認
め
て
く

れ
な
い
。
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
？ 

ま
た
、
強
引
に
辞
め

た
ら
、
派
遣
会
社
か
ら

損
害
賠
償
な
ど
の
請
求

が
あ
る
こ
と
も
想
定
さ

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
の
場
合
弁
護
士
を

紹
介
し
て
も
ら
え
ま
す

か
？ 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

契
約
社
員
が
、
契
約

期
間
内
に
退
職
す
る
場

合
は
、
合
理
的
な
理
由

が
必
要
。 

①
傷
病
に
よ
り
就
労
で

き
な
い
。 

②
家
族
を
介
護
す
る
必

要
が
あ
る 

③
労
働
条
件
が
、
契
約

書
の
内
容
と
異
な
る
。

こ
の
３
点
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
れ
ば
、
契
約

期
間
内
で
も
退
職
で
き

る
。 従

っ
て
「
就
労
で
き

な
い
」
と
い
う
診
断
書

が
あ
る
の
で
、
退
職
す

る
２
週
間
前
ま
で
に

「
退
職
届
・
診
断
書
」

を
会
社
に
提
出
す
れ

ば
、
法
的
に
は
「
退
職
」

が
成
立
す
る
。 

損
害
賠
償
な
ど
は
ま

ず
な
い
と
思
い
ま
す
。

必
要
が
あ
れ
ば
、
弁
護

士
は
紹
介
で
き
ま
す
。 

 

相
談
事
例
⑧･･･

★ 

（
男
性
・
学
生
・
飲
食

業
・
派
遣
社
員
） 

 

大
企
業
に
分
類
な
の
で 

休
業
支
援
金 

受
給
資
格
な
し 

 

飲
食
業
の
キ
ッ
チ
ン

で
、
学
生
ア
ル
バ
イ
ト

と
し
て
２
年
続
け
て
き

た
。
月
８
万
～
10
万
円

の
収
入
が
あ
っ
た
。 

コ
ロ
ナ
の
関
係
で
４

月
８
日
～
５
月
末
ま
で

休
業
し
た
（
自
宅
待

機
）。 

直
接
店
長
に
取
り
合

う
も
、
休
業
手
当
は
支

払
わ
な
い
と
言
わ
れ

た
。 

憲法９条改憲ＮＯ！改憲発議に反対する 

全国緊急署名をすすめよう！ 


